
管理用広告物判定フロー 
 

 

                                   
                     
 

                

              

  

            

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

         

                                         

              

       

 

            

 

                          

 

 

  

管理目的の内容（管理者名{店名及びロゴ含む}、管理のために必要な内容）のみが表示されていること。 

（表示例については別紙：【「管理広告物」の判断基準について】参照） 

    管理者名{店名及びロゴ含む}の表示が、管理のために必要な内容の表示より大きくなって（強調されて）いないこと。 

（管理者名｛店名及びロゴ含む｝の表示面積＜管理のために必要な内容の表示面積） 

     広告物一つあたりの一辺の長さが５ｍ以下※ 

広告物の総量（総面積）が５㎡以下※ 
個々の管理用広告物の表示面積が５㎡以下であっても総量（総面積）が５㎡以上あれば全て許可申請対象になる。 

管理用広告物 管理用広告物ではない（許可申請必要） 

基準を満たさないため許可申請必要 

※【広告物の基準】 

京都府屋外広告物条例施行規則第４条第１項第１号及び第２号（抜粋） 

(１) １辺の長さが５メートル以下であること。 

(２) 表示面積が５平方メートル以下であること。 
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